
太田市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第４４号 

 

   太田市公印規則の一部を改正する規則 

 太田市公印規則（平成１７年太田市規則第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表のうち第２号の表に次のように加える。 
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附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

太 

田 

市 

美 

術 

館 

・ 

図 

書 

館 

長 

印 


